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マイナンバーカードと健康保険証の一本化について

1



2

マイナンバーカードと健康保険証の一体化のポイント

・ 健康保険証を廃止（マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行い、受診する
ことを基本とする）

・ 発行済みの健康保険証は、施行後１年間有効とみなす経過措置

・ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方
には、申請に基づき、資格確認書を交付

・ 当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず、資格確認書を交付

・ 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に
把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に、資格情報のお知らせを交
付

・ 施行日は令和６年12月２日
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令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報総点検本部
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令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報総点検本部

5



6

各保険者においても、マイナ保険証の利用率の目標を設定いただき、事業
主と連携し、利用率向上のための取組を進めていただこうと考えています。

（12月22日（金）武見厚生労働大臣閣議後会見一部抜粋）

厚生労働省より提供

なお、令和５年10月のマイナ保険証利用率は4.5％と低迷している。
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